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■１．はじめに 

新年度を迎える春は、人事労務担当者の皆さまにとって、１年のなかでも

特に手続き業務が増える時期であると思います。その中心となるのが、入社

と退社に関する手続きではないでしょうか。中小企業では、採用計画に沿っ

た人材確保が困難になってきているなか、厚生労働省が２月に公表した最新

の人口動態統計速報では、昨年の出生数が７２０,９８８人と過去最少を記録

しました。今後も少子高齢化による深刻な人手不足の流れが続くと予想さ

れ、それを裏付けるように２０２４年の人手不足倒産は、累計で３４２件発

生したというショッキングなデータを帝国データバンクが公表しています。

この数値は、調査開始以降過去最多であり、２年連続で大幅に更新したとさ

れています。このように、会社の存続にも影響を及ぼしかねない厳しい採用

難の時代において、法令遵守のできていない企業に対する求職者からのエン

トリーは、今後より一層見通しづらくなるでしょう。まずは、皆さまの会社

に入社された社員が安心して働き続けられるよう、正しい手続きを適切に行

うことで、会社の土台をしっかりと固めていきたいものです。そこで今回

は、適切な手続きについて皆さまとともに確認しながら、この春、特に気を

付けておきたいポイントについてもご紹介いたします。 

■２．入社手続き 

（１）採用内定から入社までの流れ 

人手不足でエントリー数自体が減少している昨今、これまでよりも選考

基準を引き下げざるを得ないという声も聞こえてきています。採用判断の

際、業務適性や定着率等を客観的に判断できる資料となり得る適性検査を

実施するケースも増えており、当日中に結果が分かるものもありますので

導入してみるのもよいでしょう。さまざまなステップを経て採用内定を決

定したあとは、採用内定通知を交付することが多いと思います。書面で採

用選考結果を通知するとともに、入社日の案内や、マイナンバー等の提出

内容を記載したり、内定誓約書の返送を求めたりするものが一般的です。
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内定誓約書は、内定者が就職を承諾するとともに、他社への就職をしない

旨を約束させたり、卒業できなかったときや、採用試験の過程に重大な偽

りがあった等の内定取り消し事由に該当したりした場合の取り扱いについ

ても記載することが多いです。内定については、法的に「解約権留保付労

働契約」が成立したものと解釈されており、内定取り消し事由以外での内

定取り消しは難しく、解雇同等の取り扱いとなりますので注意が必要で

す。 

ほかに、入社日までに準備を進めておきたいのが「労働条件通知書」で

す。労働基準法第 15 条第 1項に定めがあり、労働契約締結時における労働

条件明示を事業主に義務付けています。明示すべき労働条件として、労働

契約の期間、就業の場所および従事すべき業務、始業および終業の時刻、

休憩時間、休日、休暇、賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金締切

日および支払日、退職に関する事項（解雇の事由を含む）等が定められ、

この労働条件をもとに年金事務所やハローワークへの手続きを行うことと

なるため、実態に応じた労働条件を明確に記載する必要があります。昨年

４月に施行された改正に対応した書式は、厚生労働省ウェブサイトからダ

ウンロードすることができます。様々な書式が用意されていますので、雇

用形態等に沿ったものを選ぶようにしてください。（参考 1） 

（参考 1） 

厚生労働省 主要様式ダウンロードコーナー 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roud

ou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html 

（２）入社時の手続き 

入社時には、労働条件に応じて、①雇用保険、②健康保険、③厚生年

金保険の資格取得手続きを行います。提出先と期限については、①を管

轄ハローワークへ雇用開始の翌月１０日までに、②と③は管轄年金事務

所へ雇用開始日から５日以内に提出します。ただし、健康保険組合に加

入している場合は、②を健康保険組合に提出する必要があります。労災

保険については、すでに保険関係が成立している場合、入社ごとの手続

きは不要で、毎年の年度更新手続きを行うことで足ります。 

 

▶︎資格取得日について 

前職を退社する時期や、引越しのタイミング等に応じて、月の途中か

ら入社するケースがありますが、そのような場合でも、加入要件を満た

す場合は、入社日が資格取得日となります。例えば４月２８日に入社す

る場合、「あと数日で５月になるので、５月１日に資格取得しよう」と

考えるのは不適切です。ほかにも、「すぐに辞めてしまうかもしれない
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ので、試用期間終了後に資格取得したい」という旨のご相談を受けるこ

ともありますが、こちらも、加入要件を満たすのであれば、試用期間開

始日に資格取得する必要があります。もし、年金事務所の調査が行われ

ることとなった際に、入社日と資格取得日が異なっていることが判明す

ると、過去に遡って訂正手続きが必要となることがあります。手間が増

えるだけでなく、会社と社員の双方が、それぞれ不足していた月分の保

険料を遡って負担することとなるため、入社時から正しく手続きを行う

ことが重要です。健康保険料や厚生年金保険料は、日割りの取り扱いは

なく、月の途中の入社であっても月額を負担する必要がありますが、だ

からといって、翌月に資格取得日を設定するような誤った取り扱いがな

いように注意しましょう。加入要件については、従業員が５１人以上の

企業の場合、図表１の通りです。 

図表１

 

参考：厚生労働省 適用拡大特設サイト 

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jugyouin/ 

 

▶︎マイナ保険証 

すでに、健康保険証の新規発行は終了しているため、健康保険の資格

取得手続きを行なっても、健康保険証が届くことはありません。ただ

し、マイナンバーカードを持っていないなど、何らかの事情でマイナ保

険証を使用できない場合には、「資格確認書」の発行を求めることがで

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jugyouin/
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きます。資格取得手続きを紙媒体で行う場合は、図表２の被保険者資格

取得届を記入しますが、被保険者欄の右下にある「資格確認書発行要

否」欄にチェックを入れることで、会社宛に資格確認書が届きますの

で、社員本人にお渡しいただければ、健康保険証と同じように使用でき

ます。 

図表２

 

電子申請の場合もチェック欄がありますので、必要な場合はチェック

をして発行を依頼しましょう。資格取得手続きを行う前に、社員本人に

「資格確認書」の要否を確認しておくとスムーズです。なお、資格確認

書が発行された場合は、従来の健康保険証と同様に、資格喪失時に返却

が必要となりますのでご留意ください。 

 

▶︎報酬月額について 

資格取得時に報酬月額欄に記載する報酬には、基本給だけでなく、通

勤手当等の毎月支給される手当を含めて記載する必要があります。労働

条件通知書に記載した条件に基づき、正確に記載しましょう。この金額

をもとに標準報酬月額が決定され、健康保険や厚生年金保険の保険料の

ほか、傷病手当金等の給付額の基礎となるため、正確さが求められま

す。 

報酬月額に含まれないものの例として、実費弁済の出張旅費や業務上

の立替金のほか、慶弔見舞金等、一時的かつ恩恵的に支給され、労働の

対償ではないものが挙げられます。日本年金機構のウェブサイトに記載

されたＱＡが参考になりますのでご紹介します。（図表３） 
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図表３

 

参考：日本年金機構ウェブサイト 

https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/hyoujunhoushu/hyoujyunhousyuu01.html 

 

もし誤って本来記載すべき額よりも少なく記載してしまうと、例えば

傷病手当金の支給額が本来より少額となり、生活保障の趣旨が果たせな

くなる可能性があるほか、将来の年金受給額にも影響が及ぶこともあり

ます。さらに、誤りが発覚した場合、社会保険料の徴収や還付に関する

時効は２年と定められており、２年を超えた修正手続きを行うことがで

きなくなってしまうため、当初から正確に記載することが非常に重要で

す。 

正しい報酬月額で手続きができた場合でも、給与計算ソフトを使用し

て毎月の給与計算を行う場合は、マスタ登録が正しく行われたかダブル

チェックをしておくと安心です。もしマスタ登録に誤りがあり、本来負

担すべき保険料との差額が発生していたことが後から発覚すると、過去

の保険料を社員が遡って負担しなければならず、それが高額となる場合

は、分割して毎月の負担が増加してしまうなどの影響が出ることもあり

ます。手続きや設定には、特に慎重さが求められます。 

 

▶︎雇用保険番号がわからない場合 

雇用保険の資格取得手続きを行う際、過去に雇用保険の被保険者とな

ったことがある場合は、発行済みの雇用保険番号を記載します。雇用保

険番号は、前職の離職票等で確認できますが、もし分からない場合に

は、前に雇用保険被保険者となっていた会社名を記載することで、ハロ

ーワークで確認が行われ、資格取得がなされます。雇用保険番号が不明

https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/hyoujunhoushu/hyoujyunhousyuu01.html
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の場合は、前職について社員に確認し、会社名を記載して手続きを行う

ようにしてください。 

 

▶︎扶養親族がいる場合 

健康保険の場合、被扶養者として認定される範囲は、配偶者、子、直

系尊属（父母、祖父母など）、孫、兄弟姉妹、さらには同居している三

親等以内の親族や、内縁関係の配偶者の父母および子も含まれます。さ

らに収入要件として、被扶養者の年間収入が 130 万円未満であり、かつ

被保険者の年間収入の 2分の 1未満であることが求められます。ただ

し、被扶養者が 60 歳以上または障害者の場合、収入基準が 180 万円未満

に引き上げられます。健康保険の資格取得手続きには、扶養家族のマイ

ナンバー等の情報も必要です。事前に、扶養家族の有無や、必要な情報

を確認した上で手続きを進めるようにしてください。 

■３．退職手続き 

続いて、退職に関する手続きについても、基本的な内容を含めておさらい

しておきましょう。退職に伴い雇用関係が終了し、給与の支給も終わるた

め、次月給与にて修正を行うというような取り扱いができなくなります。間

違いが発生しないよう、慎重に確認しながら進めましょう。 

（１）退職までの流れ 

資格喪失日は、退職日の翌日です。最終出社日または年次有給休暇取得

日までは社員としての地位が継続するため、その翌日に資格を喪失しま

す。この資格喪失日は、社会保険料の負担期間に関係します。社会保険料

は資格喪失日が属する月の前月分までを負担する必要があります。よっ

て、３月３１日に退職した場合は、資格喪失日が４月１日となるため、そ

の前月である３月分の保険料まで負担することとなります。例えば、給与

の支払いが翌月２５日で、社会保険料を翌月控除としている場合、４月２

５日に支払われる給与で、退職までの最後の社会保険料を控除する必要が

あります。退職後に誤りに気づき、控除し忘れた保険料の追加徴収や返金

を行うケースもありますが、やはり円満な退職のためにも、間違いのない

よう、あらかじめ確認を徹底しておきたいところです。 

（２）協会けんぽ等が発行した健康保険証の取り扱い 

前述のとおり、すでに健康保険証の新規発行は終了していますが、過去

に発行された健康保険証は、２０２５年１２月１日まで使用可能です。た

だし、この期限内であっても、資格喪失日以降は、その健康保険証を使用

することができなくなるため、退職時に本人および扶養家族の健康保険証
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を回収し、年金事務所や広域事務センターに郵送等で返却することが求め

られます。 

健康保険証の発行が終了したあとに入社され、マイナ保険証を使用して

いる場合は、返却の必要はありませんが、もし資格確認書を発行していた

場合には、健康保険証と同様に返却することが求められます。また、マイ

ナ保険証のデータが書き換わるまでに数日かかるとされていますので、早

めの手続きを心がけましょう。原則として、被保険者が資格を喪失した日

から 5日以内に手続きを行うことが求められています。 

（３）雇用保険の資格喪失 

雇用保険では、失業後の生活保障の役割を果たす「基本手当」等を受給

するために必要な離職票の発行を求めるかどうか、退職者の意向を確認し

た上で、資格喪失手続きを行いましょう。離職理由は、失業給付の受給資

格や給付日数にも影響しますので、正確に記載してください。２０２５年

１月から、希望する離職者のマイナポータルに離職票を直接送付するサー

ビスが開始されました。（図表４）これにより、離職者に郵送等で離職票を

送る作業は軽減される一方、離職票が退職者に直接送付された場合、会社

は事業主控えとなる離職証明書のみを受け取ることとなり、離職票に記載

された離職区分コードを把握できなくなる点に注意が必要です。 

図表４

 
参考：厚生労働省リーフレット 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353550.pdf 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001353550.pdf
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■４．まとめ 

ここまで、入社と退社に関する手続きについて、ともに確認してまいりま

した。資格取得の要件や報酬月額の記載方法、扶養親族について等、細やか

な確認が求められるほか、ここには記載しきれない個別の対応が発生するこ

ともあり、肩にぎゅっと力を入れて、手続き書面や電子申請のＰＣに向き合

っている方も多いのではないでしょうか。社員の情報を丁寧に収集し、何度

も確認を重ねてやっと行うことができる手続きは、万が一、誤ってしまった

ときのリカバリの手間や難しさを考えると緊張感も伴うものですが、皆さま

の努力による一つ一つの手続きが、社員が安心して働ける会社の土台を積み

上げ、社員の生活や、いつか迎える老後の日々を支えることに繋がっていま

す。分かりにくい部分は、ぜひ社会保険労務士の力も借りながら、安心して

進めていただければ幸いです。さあ、今年も一緒に、入社・退社の手続きを

はじめましょう。 
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